
 

  

 

 

 

 

 

令和３年（２０２１年）第４回町田市議会 定例会 建設常任委員会 

 

「町田市住みよい街づくり条例」改正に係るパブリックコメントの結果について 

 

１．背景・趣旨 

「都市づくりのマスタープラン」の策定に合わせ改正する「町田市住みよい街づく

り条例」(以下、「条例」という。)について、パブリックコメントを実施し、２０２１

年１１月１日に結果を公表しました。 

 

 

２．パブリックコメントの実施結果【２～１５ページ参照】 

実施期間： ２０２１年９月１５日（水）～１０月１４日（木） 

意見の件数： ２３名の方から５１件の意見が寄せられました。 

  

Ａ 条例全般に関するご意見 １４件 

Ｂ 「街づくりプロジェクト」に関するご意見 ５件 

Ｃ 「まちビジョン」に関するご意見 ９件 

Ｄ 「早期周知による街づくり」に関するご意見 ３件 

Ｅ その他のご意見 ２０件 

計 ５１件 

 

 

３．今後のスケジュール 

 ２０２１年１２月 条例改正議案上程 

 条例 公布 

２０２２年 ４月 条例 施行※ 

※「早期周知による街づくり」の規定は、２０２３年４月から施行 

  

以 上 

 

２ ０ ２ １ 年 １ ２ 月 １ ０ 日 

行 政 報 告 資 料 

都市づくり部地区街づくり課
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「町田市住みよい街づくり条例」改正に係る 
パブリックコメント実施概要 

 
「町田市住みよい街づくり条例」改正案について、以下のとおり市民の皆さまのご意見を

募集しました。  
 
１ 意見の募集期間  
募集期間 2021年９月15日（火）から2021年10月14日（木）まで 

 
２ 意見募集の方法  
◆ 以下の施設での資料閲覧・配布  
地区街づくり課（市庁舎8階）、市政情報課、広聴課（市庁舎1階）、各市民セン
ター、各駅前連絡所、各市立図書館、町田市民文学館、男女平等推進センター（町
田市民フォーラム3階）、生涯学習センター 

◆ 町田市公式ホームページに、町田市住みよい街づくり条例改正パブリックコメン
ト資料を掲載  

◆「広報まちだ」（2021年９月1日号）にパブリックコメント実施予告を掲載  
◆「広報まちだ」（2021年９月15日号）にパブリックコメント実施概要を掲載 

 
３ 寄せられたご意見の件数・内訳  
電子メール、ファックス、郵送等を通じて、23名の方から、51件のご意見をいただきました。 
ご意見の項目別の内訳は以下のとおりです。 

Ａ 条例全般に関するご意見 14件 
Ｂ 「街づくりプロジェクト」に関するご意見 5件 
Ｃ 「まちビジョン」に関するご意見 9件 
Ｄ 「早期周知による街づくり」に関するご意見 3件 
Ｅ その他のご意見 20件 

 
ご意見の概要とそれに対する市の考え方は、次ページ以降をご覧下さい。なお、取りまとめの都

合上、いただいたご意見は項目ごとに整理し、要約して掲載しています。  
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＜ご意見の概要と市の考え＞ 
No. ご意見の概要 市の考え方 
Ａ 条例全般に関するご意見 
1 今まで、都市づくり部主管で行う町田市

の都市整備に関する市民の知見を、市政
運営の参考にするとのことで進められて
きたと思うが、法的な問題や予算的な間
題も多く、なかなか市民の意見が通らな
いことに失望してきたとの実感が強く、
モチベーションも上がらない状況が続い
ている。 
今後の改定に必要なポイントは、ここに
あるはずである。 

新たに定める地区の将来像「まちビジョ
ン」は、地区の住民や活動団体等と市が
協働で策定し、策定後は町田市都市づく
りのマスタープラン※（以下、「都市づく
りのマスタープラン」という。）の一部
として位置付けます。これにより「まち
ビジョン」は、市の都市づくりの方針と
なり、市民等との協働の街づくりをさら
に推進してまいります。 
 
※「町田市都市づくりのマスタープラン」とは、
「都市計画」「交通」「住宅」「みどり」の４つの 
分野を統合した、市の総合的な都市づくりの方針
です。（2022年3月に策定予定） 

2 町田市都市づくりのマスタープランの中
に「まちビジョンの策定」を加えられま
した。地域住民、地区内で活動する団
体」と市が協働で話し合うとあります。 
これまでどのくらい多くのワークショッ
プや未来を語る会などで議論をしてきた
ことでしょう。しかし一向に話されるだ
けで立ち消えていきます。 

3 今回の改定構想については、市の長期の
構想の中で、行政の至らない部分を市民
の善意で埋めることを前面に出している
ことを実感している。まちをよくするこ
とは、市の専管事項ではなく、市民との
協働によってなされるものであることは
当然である。しかし、地域の問題に市民
の意見を真摯に配慮する姿勢が、市当局
にあって初めて力が結集できるが、最近
の動向はむしろ逆向きであるとの印象が
ぬぐえない。 

本条例は、市民、事業者、市が協働し、
お互いの責任や責務を尊重しながら、住
みよい街づくりを実現するために定める
ものです。 
今回の改正では、市民等との協働の街づ
くりをさらに発展させるために、地区の
課題等も踏まえた地区の将来像「まちビ
ジョン」を地区の住民等と市が協働で策
定することといたしました。 

4 この構想は、市民協働、福祉、経済観
光、教育など分野が多岐にわたってお
り、都市づくり部の立場から先頭を切っ
て推進できるとは思えない。部門をまた
ぐ横断的な部署（例えば企画政策、市民
協働）か、あるいは横断的な協働体制と
して定着させなければ成果が出ないと思
う。都市づくり部がソフトの部門を強調

今回の改正は、近年の市民等の街づくり
活動の変化を捉えて、これまでの地区計
画等のルールづくりにとどまらず、ソフ
トを含む街づくり活動も条例の対象とい
たしました。 
よって、条例の運用にあたっては、他部
署とも連携し、ソフトを含む街づくり活
動の実現を図ってまいります。 
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した条例に改定することには慎重である
べきだと感じる。 

5 都市づくりは建設部門との連携強化を願
う。特に、 
⑴道路の在り方、建築に関する市独自の
条例づくり（高さ制限による日照と風道
の調整、ワンルームマンション建設によ
る地域の連帯の希薄化） 
⑵バスベイの用地確保による渋滞の解消 
⑶道路と建物の間にゆとり空間の確保 
⑷乱立するコイン駐車場の規制（緑と休
憩場所の設置義務化） 
⑸自動販売機の規制（清掃の義務化）、
道路に散乱するごみ対策 
⑹ユニバーサルデザインによる街づくり 
⑺緑を残すゆとりのある土地利用の推進
（田園都市づくり） 
を推進してほしい。 

条例の運用にあたっては、必要に応じて
他部署との連携を図ってまいります。 
ご意見にある個別具体の施策や事業につ
きましては、今後の参考とさせていただ
きます。 

6 「町田市都市づくりのマスタープラン」
(以下、MP)と「町田市住みよい街づくり
条例」で規定される「まちビジョン」と
の関係が良くわからない。 
両方とも、理念や考え方を記載したもの
と受け止めたが、地区の将来像を示す
「まちビジョン」に地区の目標、計画が
あり、これらはMPに位置付けるとの記
載がある。 MPは町田市全体に関して記
載したものかと思ったが、個々の地区の
「まちビジョン」まで細分化された記述
があると、ややこしいし、仮に「まちビ
ジョン」の改定があったときに、MPま
で改定することになりかねない。「『まち
ビジョン』の一部は、MPに位置づけ、
町田市が定める地区の街づくり方針とし
ます」とあるが、逆で、MPに沿った形
での「まちビジョン」の策定、ではない
か。 

「都市づくりのマスタープラン」は、
「ビジョン編」「方針編」「コンテンツ
編」の3編構成となっており、「ビジョ
ン編」「方針編」は市全体の都市づくり
の方針を、「コンテンツ編」はより小さ
な「地区」や「拠点」ごとに描いた都市
づくりの方針を示すものです。 
「まちビジョン」は、「都市づくりのマ
スタープラン」の「ビジョン編」「方針
編」を実現するために、今後、策定する
もので、策定後は「都市づくりのマスタ
ープラン」の「コンテンツ編」に、随時
位置付けていくものです。（変更も同様
です。） 
 

7 策定済の「地区街づくりプラン」につい
て、「目標・方針」等をMPに位置づけ
るとある。 策定済の「地区街づくりプ

策定済みの「地区街づくりプラン」の目
標・方針等を踏まえて、「都市づくりの
マスタープラン」を策定します。 
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ラン」の「目標・方針」等に沿ったもの
として今回のMPが制定されるのだろ
う。 「MPに位置づけられる」とどうい
うメリットがあるか、良くわからない。 

「都市づくりのマスタープラン」に位置
づけることにより、「地区街づくりプラ
ン」は、地区レベルの市の都市づくりの
方針となります。 

8 現行の「街づくり推進地区」は、「建物
や敷地に関するルールの効力は継続しま
す」とある。条例改正後、策定済の「地
区街づくリプラン」は継続して存在し、
有効と考えてよいか。(冊子には、「変更
や廃止は可能」とのみ記載されている) 

既に策定した「地区街づくりプラン」
は、これまで通り継続して運用してまい
ります。 

9 本条例の改正に関する、パブリックコメ
ントの募集は、多くの市民の意見が反映
されることから大いに賛成出来ます。 
改正するにあたっては、なぜ改正をする
必要があるのか、また現在の条例と改正
後の内容の違いを具体的に住民に解かり
やすい説明が必要であると考えます。 
しかし、町田市の広報誌及びパンフレッ
トによる情報だけでは、市民は適正な判
断が出来ません、パブリックコメント募
集を実施したので問題は無しということ
にはなりません。 
町田市と市民の間に条例に対する考え
方、進め方について、大きなズレがある
ように感じます。 

これまでの条例では、主に地区計画等の
ルールづくりを支援してまいりました
が、近年の街づくり活動はこうしたルー
ルづくりにとどまらず、より広範な街づ
くり活動が展開されています。こうした
市民の街づくり活動の変化を的確に捉
え、市民等の街づくりへの意欲を本条例
で支えるために、改正するものです。 
改正後は、①条例が対象とする街づくり
の範囲を、これまでより拡大します。②
地区の住民等から市へ提案いただいてい
た〝地区の将来像〟を、地区の住民等と
市の協働でつくることに改め、策定した
〝地区の将来像〟（「まちビジョン」）は
「都市づくりのマスタープラン」へ位置
づけます。③従前の「早期周知の街づく
り」の規定に、大規模土地取引前に売主
から市への届け出を義務付ける手続き等
を設けました。 

10 本条例は2004年(平成16年)に施行され
てから18年が経過しています。現在ま
でに8地区の街づくり団体が街づくりプ
ランを制定していますが、未だ強制力の
ある地区計画への移行は一件も実現して
おりません。 
地区街づくりプランの策定・運用にも多
くの不具合が発生しています。 
そのしわ寄せが住民に及んでいます。住
民は話し合いにも応じてもらえず、地域
が分断され、対立を生んでいがみ合って

現行の条例に基づき、これまでに11の
「地区街づくり団体」と2つの「街づく
り市民団体」が生まれ、８つの「地区街
づくりプラン」を策定し、地域や地区の
特性を活かした個性ある街づくりを展開
しています。 
一方で、「地区街づくりプラン」の策定
後に区域内の住民間の一部で意見の相違
があることは認識しており、これを踏ま
えて今回の改正では、市が地区の住民等
と共に、地区の将来像「まちビジョン」
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います。これでは、緊急時に住民相互で
助け合うことなどとても出来ないでしょ
う。 

をつくるプロセスへといたしました。 
 

11 町田市は、条例を制定して終わりではあ
りません。趣旨を十分理解し住民のため
となるよう指導・管理・監督する責務が
あります。 
住民のための良い条例を制定することに
異論はないが、問題が繰り返されないよ
う、合理的・常識的な条例の制定とその
運用が必要である。 

条例改正後も適切に運用を図ってまいり
ます。 

12 市役所の各部署との調整や他のグループ
とのつなぎはもとより、活動に関する金
銭的な支援を、この条例改正で大いに期
待しています。 

本条例では、活動に対して金銭の補助は
行いません。「街づくりプロジェクト」
と「まちビジョン」に係るアドバイザー
派遣を本条例の支援としております。 
また、条例とは別に、情報発信・他部署
との調整・既存の補助金制度の紹介等を
行う予定です。 

13 条例が支援する“街づくり"の対象を「多
様な街づくり活動」へ拡大することは活
動の現状にあったものであり、今まで以
上の支援をいただけるものと期待しま
す。 

14 本地区では、まちづくりグランドデザイ
ンを計画策定、地元まちづくり協議会だ
けでなく自治会町内会連合会などとも広
範にコンセンサスを得ながら、市と協働
のまちづくりを進めています。 
 是非とも、この本地区のまちづくり活
動が、市の住民による街づくりリーディ
ングプロジェクトとして、新たな条例に
組み入れられますようお願いいたしま
す。 

本条例に基づき、「街づくりプロジェク
ト」を行うことや、地区の将来像「まち
ビジョン」の策定をお考えでしたら、市
へご相談ください。 

Ｂ 「街づくりプロジェクト」に関するご意見 
15 街づくりプロジェクトには、「一般型」

と「街並み形成型」の2つが用意されて
いる。活動内容が異なるので、同一地区
で、両方の街づくりプロジェクトの認定
を受けることがあると理解した。 
当地区では、地区街づくり団体が空家の
情報を把握し、植木・雑草の繁茂などを
チェックし、必要に応じて所有者に環境
維持のお願いをしている。 空家環境の

本条例における「街並み形成型街づくり
プロジェクト」は、「地区計画」や「建
築協定」「景観協定」など、地区内の土
地や建物に関するルールの作成や運用に
ついての取り組みを指します。 
また「一般型街づくりプロジェクト」
は、「街並み形成型街づくりプロジェク
ト」以外の街づくりに関する取り組みで
す。 
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維持・改善が活動の柱であり、「地域の
居場所・つながりづくり」ではないた
め、「一般型」ではなく「街並み形成
型」プロジェクトでの活動に近いと考え
る。 
参考までに記載した。 

16 尾根緑道を起点にした『グリーン&フラ
ワー・ライン』自動運転バスの走行シス
テムを構築する。尾根緑道を起点とした
自動運転バスの走行システムを作り橋本
駅、多摩境駅、小田急線新駅を結ぶ実証
運転をしながら、町田市のグリーン&フ
ラワー資産である、ぼたん園、ダリア
園、薬師池公園、ウェルカムゲートなど
の施設へと走行させる計画を推進するた
めのグループを立ち上げたい。 

本条例では、地区資源を活用して地区の
魅力を高める活動を「街づくりプロジェ
クト」として認定し、アドバイザー派遣
の支援を行います。 
本条例の活用をお考えでしたら、市へご
相談ください。 

17 尾根緑道を起点したグリーン&フラワ
ー・ライン自動運転バスの走行システム
を推進する。町田市は、数多くの緑地と
ぼたん園、ダリア園、薬師池公園、ウェ
ルカムゲートなどの公園、施設を有す
る。この町田の資産を、活かし発展させ
るプロジェクトを尾根緑道を起点として
推進させたい。 

18 一般型街づくりプロジェクトについて、
認定内容が「活動内容が「都市づくりの
マスタープラン」に整合している」と記
載が有りますが、都市づくりのマスター
プランに記載されていない内容以外も認
定対象の枠を広げて頂きたいです。 

「都市づくりのマスタープラン」の目指
す都市づくりの方向性に沿うものであれ
ば、本条例に基づく「街づくりプロジェ
クト」として認定を受けることができま
す。 
本条例の活用をお考えでしたら、市へご
相談ください。 

19 まちづくりプロジェクトとして申請する
ための、具体的なやり方(目的、エリア設
定、メンバー構成、活動スケジュール
等 )々のまとめかたについて、アドバイザ
ーを派遣していただくような方策を是非
設定していただきたい。何といっても、
プロジェクトを立ち上げるのが最もむず
かしいことはご理解いただけると思いま
す。これは従来活動をしてきた団体が活

本条例に基づく活動をお考えの場合、ま
ずは市に相談いただき、具体的な進め方
や方法等の方向性をお話しすることを想
定しています。 
本条例の活用をお考えでしたら、市へご
相談ください。 



8 
 

動を見直す場合も同様です。 
Ｃ 「まちビジョン」に関するご意見 
20 町田市の市境は、一部の山間部を除き都

市化が進み、隣接自治体の街並みが連続
しているケースが多い。まちビジョン作
成の際には、隣接自治体のまちづくりの
方針と整合を図るか、こちらの動きにむ
しろ巻き込む形で進められればよい。隣
接自治体の市民の方は、住まいは別で
も、買い物、教育、医療、交通などの面
で町田市にも関わり合いがあるので、広
域的な検討を試みてもいいのではない
か。 

本条例に基づく「まちビジョン」の策定
は、市域のみで策定いたしますが、策定
にあたっては、地区及び地区周辺の状況
等や隣接する自治体の計画等も踏まえな
がら進めてまいります。 

21 都市づくりマスタープランは、抽象的で
具体性に乏しい。今後策定される「コン
テンツ編」では地域住民や地区まちづく
り活動団体の意見を出来るだけ尊重して
もらいたい。 

「都市づくりのマスタープラン」の「コ
ンテンツ編」に位置づける「まちビジョ
ン」については、地区の住民や活動団体
等の意見を尊重して策定を進めてまいり
ます。 

22 「まちビジョン」を策定するタイミング
はいつになるのか、という疑問がある。 
地区の将来像となると、議論が重く、住
民の賛同を得る活動にはすぐには結び付
きにくい気がする。 

本条例に基づく「まちビジョン」は、地
区の住民等の皆様からの申し入れや、地
区の状況等を踏まえて市からの提案によ
り策定していくことを想定しています。 
また、「まちビジョン」案の検討を開始
する段階では市が検討メンバーとして加
わることで、「まちビジョン」の策定区
域の方々からのご理解・ご協力を得つ
つ、スムーズな検討作業となるよう努め
てまいります。さらに「まちビジョン」
案の検討にあたっては、「まちビジョ
ン」の「テンプレート」（ひな形）の活
用や、市が派遣する街づくりの専門家
「街づくりアドバイザー」のアドバイス
などにより、検討に参加いただくメンバ
ーの方へ過剰な負担がかかることのない
よう努めてまいります。 

23 地区住民や地区内活動団体等が「まちビ
ジョン」を策定する場合、専門的・技術
的な助言を行う「街づくりアドバイザ
ー」を派遣するだけでは不十分で、これ
らの団体等の会議に参加し、意見を集約

「まちビジョン」案の検討にあたって
は、現行の条例に基づく「地区街づくり
プラン」案の作成方法とは異なり、案を
作成する区域内で地区の住民等が「やり
たい」「やり続けたい」活動から、街づ
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し、市と調整したうえで「まちビジョ
ン」として文章化するなどのコンサルタ
ント業務の派遣が必要である。地区住民
や地区内活動団体等の多くは、意欲はあ
っても、こうしたノウハウが不足してい
るため、自分たちの力だけで「まちビジ
ョン」としてまとめるのはハードルが高
いと考える。 

くりの専門家である「街づくりアドバイ
ザー」がファシリテーターとなり〝地区
の将来像〟「まちビジョン」（目標や方
針等）をつくり上げます。また、「テン
プレート」（ひな形）を用いるなどによ
り、検討に参加いただくメンバーの方へ
過剰な負担がかかることのないよう努め
てまいります。 

24 まちビジョンの策定は、アドバイザーの
支援があるとのことだが、専門知識だけ
でなく、具体的に意見をとりまとめて文
章として作り上げるなどの作業にも支援
が必要だと思う。地区住民や地区内の活
動団体等が策定に向けて会議を行ってい
ても、非効率で一向にまとまらないこと
も多いような気がする。 

25 地区が隣接する地区住民や地区内活動団
体が、それぞれ「まちビジョン」を策定
しようとする場合、お互いに整合性を持
たせた方が良い事例もあると考えられ
る。市がそれぞれの団体にとって、より
良い成果が得られるよう調整役を果たす
ことも必要である。 

「まちビジョン」の策定にあたって、隣
接する区域同士の整合性の確認や調整等
は、市が策定区域の検討メンバーへ情報
提供を行いつつ、案の作成を進めていく
ことを想定しております。 

26 道路の計画が存在することで、本地区の
「まちのビジョン」が策定できません。
地区の真ん中を十文字のように分断し通
過道路になります。これまで行政のトッ
プは「できるわけがありません」と言い
ながら方策をつくりません。この幹線道
路があるゆえにこの地域のビジョンがつ
くれないと考えています。商業地域だけ
の拡幅をしたら後の入口の部分の道路計
画は撤廃すべきと考えます。 

道路事業が、まちへ及ぼす影響について
は理解いたします。一方、事業化に至る
までには多くの時間を費やすことも想定
されます。 
道路事業を見据えつつ、段階的なまちづ
くりを進めていく手段として、本条例の
「まちビジョン」を活用いただくことも
考えられます。 
「まちビジョン」は、地区の状況に応じ
て、地区の住民や活動団体等の発意のも
と、地区の方々のご理解・ご協力を得れ
ば変更することも可能となっています。 

27 駅前の町の玄関を一法人の視点ではな
く、広くビジョンを策定する機会を地域
社会にも開放する仕組みを作りたいと考
えていますので、行政も応えてもらいた
いと考えます。 

本条例に基づく「まちビジョン」の検討
にあたっての参加メンバーは、地区の住
民や活動団体をはじめ、地区で活躍する
様々な方々で構成することを想定してい
ます。 
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28 まちビジョンには「都市づくりマスター
プラン」により位置づけられているが市
民がこれの係わる役割が明確でなく、建
築行為等のビジョン反映は当然のことだ
が都市整備に於ける市民との意見交換や
提案できる仕組みが必要です 

「まちビジョン」が策定された区域の住
民は、当該「まちビジョン」の実現に向
けた主体的な街づくりを推進するものと
しております。 
市が進める都市整備での市民との対話の
場については、事業の規模や影響範囲に
応じて、適切な時期に事業担当部署にお
いて行ってまいります。 

Ｄ 「早期周知による街づくり」に関するご意見 
29 大規模土地取引段階における街づくりに

ついて、5000㎡以上の土地取引につい
ての手続きは評価できますが、私が経験
した事例では現状での土地規模を「早期
周知」のかからない様土地を分割し複数
の事業者に計画を委ねるということもあ
りました。この項では、一体の該当する
大規模土地について分割しても連坦する
土地利用として捉えた考え方が必要で
す。 

本条例の対象となる大規模土地は、一体
的に利用できる連続した土地としており
ますが、敷地の形状などによって様々な
ケースが想定されるため、案件ごとに個
別対応してまいります。 

30 開発等構想段階における街づくりについ
て、「市民と事業者」の協議を土地利用
計画段階から実施できる仕組みは評価出
来るが、開発以外に関係する「早期周
知」(建築行為)についても計画段階で
「市民と事業者 Jの協議が必要です。 

従前の条例と同様に、１ヘクタール以上
の開発行為のほか、延べ面積3,000㎡以
上、又は、集合住宅で50戸以上の建築
行為は「市民と事業者」との協議の対象
となり、今回の改正により構想段階から
実施できる仕組みとしてまいります。 

31 P.6に記載されている事業者を行政に読
み替えたシステム（⑤⑥該当）を作って
頂けますでしょうか。 
また、その場合の市民は担当地区や近隣
住民のみだけではなく、市民が誰で 
も行える事を希望します。 

市の行う事業については、事業の規模や
影響範囲に応じて、事業担当部署におい
て適切なタイミングで市民の皆様とお話
をしてまいります。 
本条例の対象は、個別の建築物に係る構
想としていることから、その周知の対象
範囲は、原則、関係住民等としていま
す。 

Ｅ その他のご意見 
32 「都市づくりマスタープラン」に於ける

基盤整理は景観資源(樹木など)が犠牲に
なるケースがでてくると思われるのでそ
のようにならぬよう樹木等を代表する景
観資源が共存する知恵を市民・行政が出
し合う仕組みを考える必要があります 

ご意見については、今後の参考とさせて
いただきます。 
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33 町田市に大学病院並の大規模病院を誘致

してほしいです。 
市民病院のみで医師の確保にも事欠くよ
うな状況です。 
コロナ禍に於いて、近隣の市に頼るばか
りではなんとも心もとない限りです。 

ご意見については、今後の参考とさせて
いただきます。 

34 山崎、七国山、図師、小山田、小野路地
域について 
緑は総量維持、市街化調整等で網を被せ
られた所についても、歩道、広場の整備
を希望します。安全で明るい、皆が健康
に役立つ散歩道として必ず作ってくださ
い。 

35 本地域の内でも町内会でキチンとした会
館を作るようにしています。地域の中に
公園緑地が有るのですが、その中に作れ
ないでしょうか？町づくり、町づくりと
言ってはいますが、今現在コロナウイル
スの為に会館プレハブが有るのですが使
えなく、もう一年半になり、近くの会館
を使用しております。 
何か良い意見有りましたら御知らせくだ
さい。 

36 地区内にたくさんある公園や広場、緑道
などのオープンスペースをもっと活用す
べきとは思うのですが、「ボール遊びを
してはいけません」「スケボーをしては
いけません」「犬を入れてはいけませ
ん」などの制約のあるスペースが多いよ
うに思います。 
制約ばかりを設けて締め付けるのではな
く、別の公園や広場にボール遊びやスケ
ボー、犬を遊ばせることができるスペー
スを作る、そして利用する我々一人一人
が最低限のマナーや譲り合い精神をもつ
ということを啓蒙していくことが大事な
のではないでしょうか。 

37 当該地区のまちづくり整備計画の内容を
見ると「まちづくり会議」を立ちあげ、

ご意見については、今後の参考とさせて
いただきます。 
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地域のエリアマネジメントを進めていく
という内容です。町田市がパブリックコ
メントを行っている「(仮称)町田市地域
ホッとプラン」でいう本地区の未来ビジ
ョンとなるものですか。私たち協議会
は、自治会ではありませんが、地域ホッ
とプランの「地域のやりたいをかなえ続
けるプロジエクト」に参加したいと思い
ます。 

38 いのちを軽視しないまちづくりを求めま
す。 
条例案：ペットショップ内において、少
なくとも月に１度、保護団体の譲渡会を
開くことを義務付ける。（この保護団体
はペットショップとの繋がりのない登録
団体とする。） 

39 住民の一大事業(活動)を成し遂げる上で
も、行政の援助支援無くして出来ませ
ん。町田市と住民協働事業と位置づけ以
下の当面要望を列挙しました。 
① 個別活動を支援とある限り助成金?や
公園管理者への要望交渉を代行してくれ
ますね。 
② 池浄化は長い年月が掛かります、現
状行なっている機器メンテナンス費用は
公園管理者にお願いすることになります
ね。 
③ かい堀(浚渫)実現に向けての所内折衝
をお願い致します。 
④ かい堀後、池に光が十分差し込む環
境条件整備(池の周りの高木伐整備)。 
⑤ 親水公園に相応しい改良工事など(子
供たちが水に親しめる桟橋整備)。 
⑥ 池の風景(東・西両岸の水草など)を復
元。 
⑦ 災害時の水確保と同時に溜池に水の
流れを・・・・自噴?井戸設置。 
③ 排水(水門)調整できる設備に改良?改
修して欲しいです。 
③ その他 
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池浄化で地域に親しめる公園のもつ魅力
は、昔に近い緑と澄んだ池環境は多くの
住民に受け入れられると思います。 

40 何をやるにも予算（金額）が問題です。
そこで私が思うのは、まず交通問題で
す。今リニアモーター問題はトンネル堀
りをしています。そこでこの後、モノレ
ール、小田急線沿線問題に話はなってい
ますが、まず小田急線唐木田より、神奈
川県上溝までの工事をやって下さい。一
つでも早く着工して下さい。私も話しを
聞くがもう年がないのです。見るか乗る
か出来ないでしょうか？ 
話しですがモノレールは、地域代表の
（衆、参、都、市）各議員さんが50年
越しの御題目を唱えてまだ引けません。
結論は？都市モノレールは話しによると
2030？になる。先方の話だけでは駄目で
す。何とか早く引いてもらえる様お願い
申し上げます。 

ご意見については、今後の参考とさせて
いただきます。 

41 グランベリーパークが新装され南町田駅
も新しくなり利用する事が多くなったの
ですが、園内はコロナで喫煙所が閉鎖さ
れていたり、元々駅前にも喫煙所がない
ので困っています。 
駅前のコンビニで灰皿もなく吸っている
方達は多く見ますがルールを守って吸い
たいですし、周りの目もあるので町田市
の方で町田駅前にある様な喫煙所を南町
田駅前に作って下さい。 

42 地球環境問題からもCO2排出量を減ら
すことは大賛成です。 

43 「地域で活燿する=地域に密着したコミ
ニティバス」の運行、大賛成です。 

44 町田市のモノレール事業について、再検
討を望む。 

45 芹が谷公園の再開発について、再検討を
望む。 
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46 町田市国際版画美術館の工房移転を再考
して下さい。 

ご意見については、今後の参考とさせて
いただきます。 

47 工房の記載の無かった事が3か月後に突
然移転するという変更に益々大きな不安
をいだきました。今、コロナ禍の経済状
態の中、同じ質の工房を作ることは難し
い状態です。 

48 版画美術館の設立にあたって、資料が残
されています。設置意義の中に、「国際
版画間は都市のオアシスとして市民に
『潤い』と『やすらぎ』の場を提供する
『自然環境を一体化』した美術館とす
る」とあります。 

49 美術館と版画工房は一体化する 
版画鑑賞のあと、工房を見学できること
は、より深く理解を深めることができま
す。 

50 パークミュージアムアイデアを集める
「町田を面白がる会」に参加しました。
KJ法を使った面白がる会の進め方は、目
に余るものがありました。 

51 版画美術館周辺の緑を守ってください。
新工芸館のために、たくさんの樹木が失
われます。助けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 問合せ先 

 町田市都市づくり部地区街づくり課 

 〒１９４－８５２０ 町田市森野２－２－２２ 

電話 ０４２－７２４－４２６７  ＦＡＸ ０５０－３１６１－６０１３ 
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